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～マナーアップ！あなたが主役です～

令和６年４月６日(土)から１５日(月)までの１０日間

【運動の重点】

新学期が始まる春、こどもの交通事故が多発しています。横断歩道では、必ず止まり、

右と左をよく見て、車が来ていないことを確かめてから渡りましょう。こどもに限らず、

歩行者の違反による交通事故も多発しています。信号無視は絶対にダメ！走行する車の

直前・直後の横断はやめましょう。

横断歩道は歩行者優先です。運転者には横断歩道手前での減速義務や停止義務があり

ます。歩行者の横断を妨げないようにしましょう。歩行者や他の車両に対する「思いや

り・ゆずり合い」の気持ちを持って運転しましょう。

自転車・電動キックボード等の交通事故では頭部を負傷することが多く、ヘルメット

非着用時の致死率は着用時と比べて高くなっています。自転車・電動キックボード等の

利用者は、必ずヘルメットを着用しましょう。
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